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4３ 外国人登録法の指紋押捺規定の合憲性（高良鉄美）

〔
事
実
〕

被
告
人
崔
昌
華
、
及
び
同
崔
善
愛
は
、
大
韓
民
国
籍
を
有
す
る
外
国
人
で
、
北
九
州
市
小
倉
北
区
に
居
住
し
、
外
国
人
登
録
法
に

基
づ
き
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
。

被
告
人
崔
昌
華
は
、
昭
和
五
五
年
二
月
一
八
日
、
北
九
州
市
小
倉
北
区
役
所
に
お
い
て
、
居
住
地
を
所
轄
す
る
同
区
区
長
に
対

し
、
登
録
原
票
の
記
載
が
事
実
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
申
請
を
す
る
に
際
し
、
登
録
原
票
及
び
登
録
証
明
書
に
指
紋
を
押

〔
判
例
研
究
〕

外
国
人
登
録
法
の
指
紋
押
捺
規
定
の
合
憲
性

－￣～
外
国
人
登
録
法
違
反
被
告
事
件
、
福
岡
高
裁
昭
六
○
（
う
）
五
一
九
号
、
昭
田
・
皿
・
配
第
一
刑
事
部
判
決
、

控
訴
棄
却
（
上
告
）
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
二
五
号
二
五
九
頁

高
良
鉄
美

～－－



坐
捺
し
な
か
っ
た
。
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弁
護
人
ら
は
、
外
国
人
登
録
法
に
規
定
す
る
指
紋
押
捺
制
度
に
つ
い
て
、
指
紋
が
終
生
不
変
、
万
人
不
同
の
属
性
に
よ
り
、
犯
罪

捜
査
と
深
く
結
び
つ
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
犯
罪
者
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
不
快
感
、
屈
辱
感
を
抱
き
、
人
格
を

傷
つ
け
ら
れ
た
と
感
じ
る
こ
と
、
指
紋
は
個
人
識
別
の
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
っ
て
、
個
人
に
つ
い
て
の
種
々
の
情
報
の
う
ち
で
も

直
接
本
人
に
結
び
つ
い
た
最
も
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
っ
て
、
本
人
の
自
由
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
し
て
憲
法
一
三
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
基
本
的
人
権
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
人
権
は
そ
の
性
質

上
、
外
国
人
に
も
等
し
く
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
等
の
故
に
、
何
ら
合
理
的
理
由
も
必
要
性
も
な
く
、
外
国
人
に
指
紋
の
押

捺
を
義
務
づ
け
る
外
国
人
登
録
法
の
規
定
は
、
ま
さ
に
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
一
三
条
に
違
反
し
、
ま
た
、
著
し
く

品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
と
し
て
、
国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約
七
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
外
国
人
登
録
と
住
民
票
。
戸
籍
関
係
の
届
出
と
の
比
較
に
お
い
て
、
指
紋
押
捺
制
度
は
、
な
ん
ら
の
合
理
的
理
由
も
な
い

の
に
、
外
国
人
を
日
本
国
民
と
差
別
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
の
下
の
平
等
を
規
定
し
た
憲
法
一
四
条
及
び
国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約

一
一
六
条
に
違
反
し
、
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

第
一
審
の
福
岡
地
裁
小
倉
支
部
は
、
指
紋
押
捺
制
度
の
合
憲
性
判
断
の
前
提
と
し
て
、
指
紋
は
個
人
識
別
の
最
も
有
効
な
人
の
内

被
告
人
ら
の
所
為
は
、
昭
和
五
七
年
法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
外
国
人
登
録
法
一
八
条
一
項
八
号
、
’
四
条
一
項
に
該
当

す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。

な
か
っ
た
。

被
告
人
崔
善
愛
は
、
昭
和
五
六
年
一
月
九
日
、
北
九
州
市
小
倉
北
区
役
所
に
お
い
て
、
居
住
地
を
所
轄
す
る
同
区
区
長
に
対
し
、

登
録
原
票
の
記
載
が
事
実
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
の
確
認
申
請
を
す
る
に
際
し
、
登
録
原
票
及
び
登
録
証
明
書
に
指
紋
を
押
捺
し
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〔
判
旨
〕

｜
指
紋
は
「
個
人
の
同
一
性
の
識
別
の
た
め
に
最
も
確
実
な
方
法
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
憤
報
的
価
値
は
「
個
人
の
識
別
の
た

め
に
有
効
尊
糎
様
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
」
「
個
人
の
肉
体
的
、
心
理
的
性
質
に
関
す
る
情
報
を
表
象
し
て
い
た
り
、
思
想
内

容
を
表
象
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
。
ま
た
、
「
犯
罪
者
と
同
視
さ
れ
た
よ
う
な
屈
辱
感
を
味
わ
う
と
い
っ
た
心
理
的
な
マ
イ
ナ

ス
面
を
伴
う
場
合
が
あ
る
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
、
肉
体
的
苦
痛
も
な
」
く
、
「
弊
害
も
ほ
と
ん
ど
な
い
」
。
「
指
紋
の
有
す
る
こ
の

よ
う
な
性
質
か
ら
す
る
と
指
紋
を
採
取
さ
れ
な
い
自
由
が
…
…
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
に

部
的
な
身
体
的
特
徴
で
あ
り
、
二
つ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
保
護
さ
れ
る
に
値
す
る
」
か
ら
、
「
何
人
も
み
だ
り
に
そ
の
意
に

反
し
て
指
紋
を
と
ら
れ
な
い
自
由
な
い
し
権
利
を
有
す
る
」
と
し
、
「
合
理
的
理
由
が
な
い
の
に
個
人
の
指
紋
の
押
な
つ
を
強
制
す

る
こ
と
は
、
国
民
の
私
生
活
上
の
自
由
を
保
障
す
る
憲
法
一
三
条
の
趣
旨
に
反
し
、
許
さ
れ
な
い
」
等
の
こ
と
を
認
め
た
が
、
外
国

人
登
録
法
の
目
的
達
成
の
手
段
と
し
て
、
指
紋
押
捺
制
度
に
は
十
分
な
合
理
性
と
実
質
的
必
要
性
が
あ
る
と
し
、
憲
法
一
三
条
に
反

し
な
い
と
し
た
。
な
お
、
以
前
の
指
紋
押
捺
に
お
い
て
、
指
紋
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
度
合
は
低

く
、
ま
た
、
左
手
人
さ
し
指
の
み
の
指
紋
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
外
国
人
登
録
法
の
合
理
的
理
由
及
び
実
質
的
必
要
性
に
照
ら

せ
ば
、
国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約
七
条
の
趣
旨
に
反
し
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
写
真
に
つ
き
、
ビ
ニ
ー
ル
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
の
技
術
利

用
に
よ
っ
て
、
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
択
し
う
る
手
段
」
と
し
て
指
紋
押
捺
に
代
替
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
「
同
一
人
性
の
確
認
と
い
う
立
法
目
的
達
成
に
資
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
効
能
の
点
で
指
紋
に
比
し
て
遙
か

に
劣
る
」
と
し
た
。
憲
法
一
四
条
及
び
国
際
人
権
規
約
Ｂ
規
約
二
六
条
違
反
に
つ
い
て
も
、
国
民
と
外
国
人
と
の
間
の
基
本
的
な
地

位
の
違
い
を
理
由
と
し
て
、
弁
護
人
ら
の
主
張
を
斥
け
た
。
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つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
現
段
階
に
お
い
て
は
、
消
極
に
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

し
か
し
、
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
私
生
活
上
の
自
由
で
あ
る
以
上
…
…
公
共
の
福
祉
に
反

し
な
い
限
り
尊
重
す
べ
き
」
で
、
「
こ
れ
を
制
約
す
る
合
理
性
も
必
要
性
も
認
め
ら
れ
な
い
の
に
み
だ
り
に
制
限
す
る
こ
と
の
許
さ

れ
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
個
人
の
人
格
、
及
び
そ
の
自
由
、
権
利
の
尊
重
の
理
念
に
基
づ
く
憲
法
一
三
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
…
…
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
生
活
上
の
一
般
的
な
自
由
と
し
て
み
だ
り
に
指
紋
を
採
取
さ
れ
な
い
自
由
が
あ
る
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
」
。
「
そ
こ
で
適
用
さ
れ
る
制
約
の
基
準
は
、
規
制
の
目
的
・
手
段
に
合
理
性
、
必
要
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
規

制
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
公
共
の
利
益
と
、
右
制
約
に
よ
り
失
わ
れ
る
個
人
の
自
由
と
を
比
較
し
、
前
者
が
優
越
す
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
か
つ
そ
れ
で
足
り
る
」
。

「
指
紋
採
取
に
伴
う
個
人
の
自
由
に
対
す
る
制
約
は
、
右
の
と
お
り
私
生
活
上
の
比
較
的
狭
い
領
域
内
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
右
目
的
の
重
要
性
に
照
ら
し
相
当
な
制
限
と
し
て
受
忍
す
べ
き
限
度
内
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
…
…

指
紋
を
含
め
た
い
か
な
る
手
段
を
選
択
す
る
か
は
、
ま
さ
に
立
法
府
の
裁
鐵
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
。

二
指
紋
押
捺
が
、
「
犯
罪
者
に
対
し
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
等
か
ら
来
る
あ
る
程
度
の
不
快
感
を
伴
う
か
ら
と

い
っ
て
、
身
体
の
外
部
に
露
出
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
指
紋
の
押
捺
を
求
め
る
も
の
で
…
…
品
位
を
傷
つ
け
る
も
の
と
は
い
え
」
な

い
。
外
国
人
登
録
法
は
、
「
主
権
国
家
た
る
我
国
に
お
け
る
外
国
人
と
日
本
人
と
の
地
位
の
差
異
と
い
う
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
…
…
外
国
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

「
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
歴
史
的
諸
事
情
や
そ
の
生
活
実
態
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
前
か
ら
現
在
の
我
国
領
土
内
に
居
住
し
あ

る
い
は
そ
の
後
我
国
で
出
生
し
今
日
に
至
る
ま
で
居
住
を
続
け
て
い
る
韓
国
。
朝
鮮
人
に
つ
き
、
指
紋
押
捺
制
度
を
必
要
と
し
な
い

理
由
と
し
て
…
…
諸
点
を
検
討
、
考
慮
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
一
般
外
国
人
と
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
か
否
か
は
、
結
局
主
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権
国
家
と
し
て
の
我
国
の
立
法
政
策
上
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
。

｜
「
国
際
化
の
時
代
」
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。
当
初
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
意
味
で
叫
ば
れ
た
こ
の
言
葉
も
、
今
は
、
ま
さ
に
名
実

と
も
に
「
国
際
化
の
時
代
」
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
近
年
、
日
本
政
府
は
、
以
前
に
比
較
す
れ
ば
、
か
な
り
ア
ジ
ア
に
重
点
を
置
い
た

外
交
政
策
を
と
り
は
じ
め
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
と
の
関
係
に
お
い
て
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
外
国
人
登
録
法
（
以

（
１
）

下
、
外
登
法
と
略
し
て
引
用
す
る
）
の
指
紋
押
捺
制
度
が
あ
る
。

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
に
公
布
施
行
さ
れ
た
外
登
法
に
初
め
て
指
紋
押
捺
義
務
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
日
は
、
対
日
平
和
条

約
も
発
効
し
て
お
り
、
同
条
約
に
よ
り
、
日
本
は
朝
鮮
の
独
立
を
承
認
し
、
｜
切
の
朝
鮮
に
対
す
る
権
利
を
放
棄
し
旭
三
条
）
。

外
登
法
上
の
指
紋
押
捺
制
度
の
問
題
が
、
外
国
人
の
基
本
的
人
権
に
関
す
る
憲
法
上
の
問
題
と
し
て
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て

き
た
の
は
、
こ
こ
数
年
の
押
捺
拒
否
運
動
を
通
じ
て
で
銃
る
・
そ
れ
ま
で
は
外
国
人
の
人
権
問
題
は
、
出
入
国
の
自
由
や
政
治
的
活

動
の
自
由
等
を
中
心
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
し
、
外
登
法
に
関
し
て
は
、
登
録
証
常
時
携
帯
義
務
等
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
指

（
４
）

紋
押
捺
拒
否
事
件
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
の
ほ
か
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
裁
判
所
で
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
盲
厘
郵
レ
ベ
ル
で
は
、

東
京
高
判
昭
和
創
・
８
．
配
（
判
時
一
一
一
○
八
号
六
六
頁
）
に
次
い
で
一
一
番
目
の
判
決
で
あ
る
。
本
件
の
被
告
人
ら
も
、
前
記
東
京

高
裁
の
事
件
と
同
様
、
在
留
外
国
人
の
大
部
分
を
占
め
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
で
あ
甑
・

か
っ
て
「
外
国
人
は
煮
て
食
お
う
と
、
焼
い
て
食
お
う
と
自
由
」
と
い
わ
れ
た
時
代
は
遠
ざ
か
り
つ
つ
あ
る
し
、
基
本
的
人
権
の

尊
重
を
基
本
原
則
の
一
つ
と
す
る
日
本
国
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
で
外
国
人
を
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
指
紋
押
捺
に
対
す
る
反
対
運
動
の
盛
り
上
が
り
や
、
国
際
化
、
国
際
交
流
の
促
進
と
い
う
対
外
政
策
基
本
方

針
の
採
用
等
と
い
っ
た
状
況
の
中
で
、
外
国
人
登
録
に
お
け
る
指
紋
押
捺
制
度
は
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
。

〔
研
究
〕
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例
え
ば
'

一
九
八
二
年
の
改
正
に
よ
り
満

一
四
歳
以
上
か
ら

〓
ハ
歳
以
上
へ
'
登
録
後
三
年
ご
と
か
ら
五
年
ご
と
へ
､

｢外
国
人
登

録
法
の
指
紋
に
関
す
る
政
令
｣
の
一
部
改
正

(
一
九
八
五
年
七
月

一
日
実
施
)
に
よ
り
回
転
式
か
ら
平
面
式
へ
､
黒
イ
ン
ク
使
用
か

ら
無
色
薬
液
使
用
へ
等
の
変
更
が
行
な
わ
れ
て
き
た
｡
ま
た
､
一
九
八
七
年
三
月
に
は

｢
〓
ハ
歳
以
上
'
指
紋
押
捺

l
回
限
り
｣
'

(6
)

｢外
国
人
登
録
証
明
啓
の
カ
ー
ド
化
｣
を
目
玉
と
し
た
外
畳
法
改
正
案
が
通
常
国
会
に
埴
出
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に
国
の
外
交
姿
勢

の
変
化
に
応
じ
て
､
対
外
国
人
法
制
も
変
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
特
に
今
回
の
改
正
は
八
四
年
九
月
の
全
斗
換
六
校
領
の
訪
日
､

八
六
年
九
月
の
申
最

首
相
の
紡
陣
等
日
韓
関
係
の
新
し
い
展
開
を
反
映
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
th
)O
も
ち
ろ
ん

｢指
紋
押
捺

一
回
限

り
｣
と
い
う
改
正
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
指
紋
押
捺
制
度
自
体
が
も
つ
根
本
的
な
問
題
の
解
決
に
至
ら
な
い
こ
と
は
'
多
-
の

論
者
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
｡

二

本
判
決
の
特
徴
は
'
判
旨
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
の
主
張
に
対
す
る
判
断
に
あ
る
｡
ま
ず
指
紋
の

情
報
的
価
値
を

｢個
人
の
識
別
の
た
め
に
有
効
な
紋
様
｣
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
'

｢個
人
の
肉
体
的
'
心
理
的
性
質
に
関
す
る
情
報
を

表
象
し
て
い
た
り
､
思
想
内
容
を
表
象
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
｣
と
と
ら
え
'
指
紋
を
採
取
さ
れ
な
い
自
由
が
､
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
に
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
消
極
的
に
解
し
て
い
る
｡
こ
の
点
は
'
本
件
第

一
審
判
決
が

｢人
の
内
部
的
な
身
体
的
特
徴
｣
で
あ
る

と
し
､

二

つ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
保
啓
さ
れ
る
に
値
す
る
｣
と
と
ら
え
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
｡
他
の
地
裁
判
決
の
多

(-
)

く
も
指
紋
押
捺
に
つ
い
て
本
件
第

一
審
判
決
と
同
様
の
と
ら
え
か
た
を
し
て
い
る
｡
た
だ
本
判
決
は
'
指
紋
を
採
取
さ
れ
な
い
自
由

が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
含
ま
れ
ず
'
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
ほ
ど
は
強
-
保
障
さ
れ
な
い

｢私
生
活
上
の
一
般
的
な
自
由
｣
に

属
す
る
と
解
し
て
い
る
｡

指
紋
自
体
の
と
ら
え
方
'
指
紋
を
採
取
さ
れ
な
い
自
由
及
び
こ
れ
に
対
す
る
制
約
の
基
準
に
関
す
る
本
判
決
の
考
え
方
は
'
前
記

(○
)

東
一書
同
裁
の
判
決
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
'
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
対
す
る
考
え
方
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
本
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判
決
で
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
、
「
公
共
２
縄
祉
を
理
由
と
す
る
制
限
の
点
で
一
般
的
権
利
、
自
由
よ
り
も
高
度
に
制
約
さ

れ
て
い
る
自
由
、
権
利
と
し
て
積
極
的
な
保
障
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
基
本
権
に
属
す
る
」
も
の
と
し
て
、
「
私
生
活
上
の
一
般
的
な

自
由
」
と
区
別
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
但
笈
貝
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
制
約
に
対
し
て
は
、
か
な
り
厳
格
な
基
準
が
適
用
さ

れ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
指
紋
を
採
取
さ
れ
な
い
自
由
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た

ら
、
本
判
決
の
展
開
は
、
か
な
り
違
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
前
記
東
京
高
判
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は

「
私
生
活
上
の
自
由
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
な
り
広
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
指
紋

を
採
取
さ
れ
な
い
自
由
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
属
す
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
、
強
い
保
障
の
下
に
お
か
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
指
紋
を
知
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
…
…
私
生
活
の
自
由
の
内
容
と
し
て
秘
密
に
し
て
お
き
た
い
内
部
の
身
体
的

及
び
、
糟
糊
的
構
造
、
機
能
、
さ
ら
に
は
私
生
活
の
あ
り
方
、
人
格
、
思
想
・
信
条
等
が
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
」
い
と
と
ら
え
る

限
り
、
弱
い
保
護
を
受
け
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

指
紋
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
な
ど
の
よ
う
に
「
個
人
の
肉
汕
坪
的
、
心

理
的
性
質
に
関
す
る
情
報
を
表
象
し
て
い
た
り
、
思
想
内
容
を
表
象
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
と
ら
え
方
は
誤
り
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
の
指
紋
を
見
て
、
人
格
、
思
想
、
信
条
等
を
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
指
紋
自
体
が
肉

加
俸
的
ハ
ン
デ
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
指
紋
を
「
人
の
内
部
的
な
身
秤
的
特
徴
、
精
神
過
程

（
叩
）

に
か
か
わ
る
情
報
、
思
想
、
良
心
の
基
本
に
か
か
わ
る
情
報
」
と
し
て
プ
ー
フ
イ
パ
シ
ー
の
権
利
と
結
び
つ
け
る
に
つ
い
て
も
、
本
件

第
一
審
判
決
（
積
極
）
と
本
企
判
決
（
消
極
）
と
で
は
対
照
的
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。
学
説
が
、
総
じ
て
指
紋
押
捺
を
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
権
の
問
題
を
説
く
の
は
、
違
憲
審
査
基
準
と
し
て
厳
格
な
審
査
を
引
き
出
す
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
判

例
の
立
場
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ま
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
と
捉
え
て
も
厳
格
な
基
準
を
適
用
し
て
い
な
い
。
や
は
り
、
指
紋
押
捺
を
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強
制
さ
れ
る
際
の
原
点
に
還
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
を
強
度
に
損
な
う
も
の
、
一
個
の
人
格
を
極
度
に
無
視
す
る
も
の
と
考
え
、
そ
の

（
Ⅱ
）

際
に
も
厳
格
な
審
査
が
必
要
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
指
紋
押
捺
を
強
制
さ
れ
る
時
の
不
快
感
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
情
報
が
知
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
恐
れ
に
似
た
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
、
人
格
を
深
く
傷
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
指
紋
そ
の
も
の
と

指
紋
押
捺
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
と
は
次
元
が
違
う
の
で
あ
る
。

三
指
紋
押
捺
制
度
と
法
の
下
の
平
等
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
判
例
は
、
国
家
の
構
成
員
と
し
て
の
基
本
的
な
地
位
の
差
異
に
基

（
旧
）

．
つ
く
も
の
と
し
て
、
外
国
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
外
国
人
と
い
っ
て
も
国
家
と

の
関
わ
り
は
一
律
で
は
な
い
。
外
国
人
を
す
べ
て
一
律
同
等
に
扱
う
こ
と
が
、
か
え
っ
て
不
平
等
に
な
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、

国
民
、
外
国
人
と
い
っ
た
単
純
な
線
引
き
の
問
題
で
は
な
い
。
外
国
人
の
間
に
実
質
的
な
平
等
原
則
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
外
国
人
を
生
活
実
態
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
が
作
業
の
第
一
歩
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

外
国
人
を
実
態
に
よ
り
分
類
す
る
こ
と
は
、
外
登
法
の
目
的
に
合
致
こ
そ
す
れ
、
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
在
留
外

国
人
の
居
住
関
係
、
身
分
関
係
を
明
確
に
し
、
公
正
な
管
理
に
資
す
る
と
い
う
目
的
を
能
率
的
に
達
成
す
る
に
は
、
外
国
人
を
実
態

に
よ
り
分
類
す
る
こ
と
が
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
言
す
れ
ば
、
外
登
法
の
目
的
を
よ
り
能
率
的
に
達
成
す
る
た
め
に

は
、
居
住
関
係
、
身
分
関
係
が
不
明
確
で
、
公
正
な
管
理
に
支
障
の
あ
る
者
の
み
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
居

住
関
係
、
身
分
関
係
が
明
確
で
、
管
理
上
支
障
の
な
い
者
に
対
し
て
は
、
写
真
で
確
認
を
す
る
｝
」
と
に
何
の
支
障
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
も
っ
と
も
、
判
例
は
定
住
外
国
人
と
一
般
外
国
人
を
分
け
て
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
か
否
か
は
、
立
法
裁
壁
に
属
す
る
と
解
し

て
い
る
。
結
果
的
に
、
立
法
裁
量
の
問
題
と
判
断
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
登
法
改
正
案
の
国
会
提
出
の
時
期
だ
っ
た
だ
け
に
、
国
籍

（
Ｍ
）

法
改
正
時
の
よ
う
な
、
何
ら
か
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
示
唆
を
望
ん
だ
の
は
過
剰
な
期
待
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

（
川
）

で
あ
ｚ
》
。
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四
写
真
に
よ
る
代
替
性
と
立
法
事
実
の
問
題
に
も
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
判
例
は
、
写
真
に
よ
る
代
替
性

の
問
題
に
つ
い
て
、
総
じ
て
消
極
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
た
だ
消
極
的
結
論
に
至
る
ま
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
差
が
あ
り
、
Ｌ
Ｒ
Ａ
、

い
わ
ゆ
る
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
択
し
う
る
手
段
」
の
基
準
に
よ
る
テ
ス
ト
の
適
用
を
認
め
て
、
写
真
の
代
替
性
を
否
定
し

て
い
る
も
の
と
、
単
に
指
紋
と
写
真
に
よ
る
同
一
人
確
認
の
確
実
性
と
を
比
較
し
、
指
紋
が
勝
る
と
し
た
上
で
立
法
裁
量
の
問
題
と

（
巧
）

判
断
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
判
決
は
写
真
の
代
替
性
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ず
（
指
紋
に
よ
る
同
一
人
性
確
認
を
〈
ロ

理
的
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
）
、
指
紋
を
含
め
て
い
か
な
る
手
段
を
選
択
す
る
か
は
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
立
法
裁
量
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
写
真
の
代
替
性
に
つ
い
て
、
少
し
で
も
触
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、
写

真
の
代
替
性
は
立
法
事
実
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
機
関
委
任
義
務
と
し
て
、
外
国
人
登
録
事
務
を
処
理
し
て
い
る
市
町
村
で
は
、

写
真
に
よ
る
同
一
人
性
確
認
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
指
紋
原
紙
に
よ
る
指
紋
の
換
置
分
類
や
法
務
省
へ
の
指
紋
原
紙
送
付
な
ど
は
、

長
期
に
わ
た
り
中
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
実
務
面
で
は
指
紋
押
捺
制
度
の
必
要
性
が
失
な
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ

（
肥
）

る
。
し
か
し
、
他
の
判
決
と
同
様
、
本
判
決
の
立
法
事
実
に
対
す
る
認
識
及
び
判
断
は
判
」
曰
の
随
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
立
法
府
、

行
政
府
の
側
を
尊
重
す
る
あ
ま
り
、
指
紋
押
捺
制
度
の
合
理
性
ば
か
り
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
一
連
の
指
紋

押
捺
拒
否
事
件
に
お
け
る
証
言
に
よ
り
露
呈
さ
れ
た
立
法
事
実
を
以
て
し
て
も
、
裁
判
所
は
指
紋
押
捺
制
度
の
合
理
性
、
必
要
性
を

追
認
し
て
い
る
。
違
憲
審
査
に
お
け
る
立
法
事
実
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
と
外
登
法
上
の
指
紋
押
捺
制
度
に
つ
い
て
は
、
か
な
り

道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

五
本
件
に
お
け
る
弁
護
人
ら
の
「
指
紋
押
捺
制
度
が
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
の
非
合
法
活
動
の
取
り
締
ま
り
に
照
準
を
合
わ
せ

（
〃
）

た
治
安
立
法
で
あ
っ
た
」
と
の
主
張
に
対
し
て
、
一
連
の
判
決
と
同
様
、
本
判
決
も
外
登
法
の
内
容
、
運
用
、
立
法
経
過
に
照
ら
し

て
、
「
到
底
採
り
え
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
指
紋
押
捺
制
度
の
起
源
を
さ
ぐ
れ
ば
、
弁
護
人
ら
の
主
張
の
真
実
性
を
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（
旧
）

裏
づ
け
て
い
る
。
日
本
当
局
が
満
鉄
の
撫
順
炭
鉱
の
労
働
者
管
理
の
た
め
、
指
紋
採
取
を
始
め
た
の
は
、
一
九
一
一
四
年
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
が
、
半
世
紀
以
上
も
前
の
対
中
国
・
朝
鮮
政
策
の
な
ご
り
を
制
度
的
に
空
し
く
維
持
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

（
岨
）

指
紋
押
捺
拒
否
者
に
対
し
て
は
、
再
入
国
許
可
申
請
の
際
に
許
可
を
出
さ
な
い
と
い
っ
た
報
復
的
措
置
が
Ｌ
」
ら
れ
て
い
る
が
、
「
国

際
化
の
時
代
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
偏
狭
な
措
置
を
と
る
こ
と
は
、
外
国
人
の
日
本
に
対
す
る
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
ま
す

ま
す
強
く
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
日
本
国
憲
法
の
人
権
葆
障
の
レ
ベ
ル
が
疑
わ
れ
か
ね
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

注

（
１
）
例
え
ば
一
九
八
六
年
九
月
の
日
韓
首
脳
会
談
で
は
指
紋
押
捺
制
度
改
正
の
問
題
も
話
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
朝
日
新
聞
一
九
八
六
年
一
一

月
一
二
日
朝
刊
）
。
ま
た
国
運
人
橘
小
委
員
会
に
お
い
て
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
に
対
す
る
指
紋
押
捺
制
度
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
（
和
田
幹
彦
「
国
連
人
梅
小
委
員
会
と
日
本
の
関
わ
り
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
六
号
四
一
頁
）
。

（
２
）
指
紋
押
捺
義
務
の
導
入
は
、
当
初
か
ら
反
対
運
動
に
あ
い
、
指
紋
に
関
す
る
部
分
は
施
行
が
三
年
遅
れ
て
い
る
（
田
中
宏
「
外
国
人
指
紋

を
め
ぐ
る
立
法
事
実
と
現
状
（
上
）
。
（
下
）
法
律
時
報
五
六
巻
十
号
七
一
頁
以
下
、
同
二
号
七
七
頁
以
下
参
照
）
。
因
に
対
日
平
和

条
約
に
よ
り
、
日
本
は
南
西
諸
島
（
琉
球
諸
島
を
含
む
）
の
米
国
統
治
を
認
め
る
こ
と
（
三
条
）
を
正
式
に
表
明
し
た
。
外
登
法
の
指
紋

押
捺
制
度
の
施
行
当
時
、
日
本
に
在
留
し
た
沖
縄
出
身
者
の
地
位
と
実
態
と
い
う
問
題
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
機
会
に
考
察

〆へ

３
、－’

八
○
年
に
韓
国
籍
を
有
す
る
韓
宗
硯
氏
（
次
注
（
４
）
の
②
、
⑤
判
決
の
被
告
人
）
が
外
国
人
登
録
確
認
申
請
の
際
に
、
初
め
て
指
紋
押
捺

を
拒
否
し
て
以
来
、
多
く
の
人
々
が
押
捺
拒
否
連
動
を
展
開
し
て
い
る
。
本
件
被
告
人
崔
昌
華
氏
も
八
○
年
二
月
に
指
紋
押
捺
を
拒
否

し
て
み
た
い
。
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〆へ

４
、＝’

〆P、

５
、．'

（
６
）

〆卓、グー、

８７
増．ノミーゾ

グー、グー、

1０９
ミーグ、＝少

し
て
い
る
。
崔
氏
の
事
件
の
概
況
に
つ
い
て
は
、
鎌
田
慧
「
壊
れ
た
正
義
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
’
九
八
四
年
九
月
号
一
二
頁
以
下
参
照
。

①
横
浜
地
判
昭
卵
・
６
．
ｕ
判
例
時
報
一
一
二
五
号
九
六
頁
、
②
東
京
地
判
昭
弱
。
８
．
羽
判
例
時
報
一
一
二
五
号
九
六
頁
、
③
福
岡
地

裁
小
倉
支
判
昭
印
・
８
．
昭
判
例
時
報
二
七
九
号
一
五
六
頁
（
本
件
第
一
審
判
決
）
、
④
岡
山
地
判
昭
皿
・
２
・
路
判
例
タ
イ
ム
ズ
五

九
六
号
八
七
頁
、
⑤
東
京
高
判
昭
ｎ
．
８
．
配
判
例
時
報
一
二
○
八
号
六
六
頁
（
②
の
控
訴
審
判
決
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
指
紋
押
捺

拒
否
者
の
再
入
国
許
可
取
消
・
不
許
可
に
関
す
る
事
件
と
し
て
、
⑥
東
京
地
決
昭
印
・
３
．
妬
判
例
時
報
二
五
六
号
五
二
頁
お
よ
び
⑦

東
京
地
判
昭
ｕ
・
３
．
妬
判
例
時
報
二
八
六
号
九
頁
が
あ
る
が
、
指
紋
押
捺
制
度
自
体
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
判
断
さ
れ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
前
掲
朝
日
新
聞
（
注
（
１
）
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
五
年
末
現
在
、
外
国
人
登
録
者
総
数
の
約
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
韓
国
・
朝
鮮

籍
で
あ
る
し
、
戦
前
か
ら
の
在
留
者
・
永
住
者
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
実
に
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
（
’
九
八
四
年
末
現
在
）
。

ま
た
注
（
４
）
の
地
裁
判
決
の
う
ち
②
③
④
が
在
日
韓
国
人
を
被
告
人
と
し
て
い
る
。

こ
の
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
横
田
耕
一
「
外
国
人
登
録
法
改
正
の
問
題
点
」
法
学
教
室
八
一
号
七
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
第
一
○
八
通

常
国
会
は
売
上
税
問
題
で
空
転
し
た
た
め
、
同
改
正
案
は
九
月
の
臨
時
国
会
に
引
き
継
が
れ
、
可
決
成
立
し
た
。

そ
の
間
の
交
渉
、
反
応
等
に
つ
い
て
は
、
前
掲
朝
日
新
聞
（
注
（
１
）
）
及
び
横
田
前
掲
論
文
参
照
。

二
個
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
し
て
、
何
人
も
み
だ
り
に
そ
の
意
に
反
し
て
指
紋
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
」

（
東
京
地
裁
）
（
注
（
４
）
②
判
決
）
、
「
個
人
に
と
っ
て
極
め
て
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
秘
匿
性
の
強
い
も
の
」
（
岡
山
地
裁
）

（
注
（
４
）
④
判
決
）
。
岡
山
地
裁
の
判
決
に
つ
い
て
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
と
ら
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
笹
川

紀
勝
「
指
紋
押
な
つ
拒
否
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
六
号
一
四
一
頁
）
。

東
京
高
裁
判
決
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
、
内
野
正
幸
「
指
紋
押
捺
強
制
と
定
住
外
国
人
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
○
号
四
六
頁
が
あ
る
。

佐
藤
幸
治
「
幸
福
追
求
権
」
芦
部
信
喜
ほ
か
編
『
演
習
憲
法
』
一
一
○
○
頁
。
佐
藤
教
授
は
「
人
格
的
自
律
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
」
を
プ
ラ
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（
焔
）

（
ｕ
）

（
、
）

（
ｕ
）

（
週
）

萩
野
前
掲
論
文
二
七
頁
。
な
お
、
国
連
に
お
け
る
「
外
国
人
の
人
権
宣
言
」
も
、
外
国
人
が
一
律
で
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
と
い
う
（
古
川
照
美
「
外
国
人
の
人
権
宣
言
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
三
号
五
一
頁
）
。

東
京
地
裁
昭
髄
・
３
．
釦
（
判
例
時
報
九
九
六
号
二
三
頁
）
で
は
、
「
重
国
籍
防
止
に
お
け
る
必
要
性
と
有
用
性
を
強
調
す
る
の
み
で
は
、

父
兄
優
先
血
統
主
義
が
、
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
基
礎
づ
け
る
に
は
、
な
お
不
十
分
で
あ
る
」
、
「
簡
易
帰
化
制
度

を
併
せ
伴
う
限
り
に
お
い
て
…
…
著
し
く
不
合
理
な
差
別
で
あ
る
と
す
る
非
難
を
、
辛
う
じ
て
回
避
し
得
る
」
、
「
将
来
に
わ
た
り
、
い

か
に
す
る
か
は
…
…
立
法
政
策
の
問
題
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
父
母
両
系
血
統
主
義
を
採
る
新
国
籍
法
が
制
定
さ
れ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

注
（
４
）
の
判
決
の
う
ち
、
①
、
③
の
判
決
が
「
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
択
し
う
る
手
段
」
の
基
準
に
よ
る
テ
ス
ト
の
適
用
を
認
め
て

い
る
。
⑤
判
決
は
「
写
真
と
指
紋
と
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
容
易
に
、
か
つ
…
…
確
実
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
お
り
、

同
基
準
に
よ
る
テ
ス
ト
の
適
用
を
認
め
て
い
る
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
本
判
決
、
及
び
②
、
④
の
判
決
が
立
法
裁
蟄
の
問
題
と
判
断
し

て
い
る
が
、
②
判
決
は
「
写
真
を
『
よ
り
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
う
る
手
段
』
と
し
て
…
…
代
替
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提

イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
把
握
す
る
必
要
は
な
い
、
と
し
て
「
情
報
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
」
の
み
を
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
し
て
い
る

（
佐
藤
幸
治
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」
潤
宮
四
郎
ほ
か
編
『
新
版
憲
法
演
習
１
』
二
四
八
頁
）
。

内
野
正
幸
「
指
紋
押
捺
制
度
に
対
す
る
憲
法
判
断
の
あ
り
方
」
法
律
時
報
五
七
巻
五
号
二
一
頁
以
下
、
二
三
頁
。
萩
野
芳
夫
「
指
紋
押
捺

と
憲
法
判
断
の
基
準
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
六
号
一
一
三
頁
以
下
、
二
五
頁
。

本
判
決
及
び
、
注
（
４
）
の
①
～
⑤
の
各
判
決
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る
。
例
え
ば
東
京
高
判
で
は
「
国
民
は
、
国
籍
に
よ
っ
て
わ
が
国

に
結
び
つ
け
ら
れ
、
わ
が
国
の
構
成
要
素
を
な
す
者
で
あ
る
が
…
…
外
国
人
は
、
わ
が
国
の
構
成
要
素
を
な
す
者
で
は
な
い
」
と
判
断
し

て
い
る
。
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（
蛆
）

〆■、／￣、’－，

１９１８１７
ﾐーノ、－ノ、－ゾ

に
立
っ
て
考
え
て
も
、
指
紋
押
な
つ
に
つ
い
て
…
…
採
用
の
理
由
及
び
必
要
性
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
…
…
指
紋
押

な
つ
の
方
法
を
維
持
す
る
か
…
…
代
替
手
段
を
採
用
す
る
か
は
立
法
裁
量
の
問
題
」
と
し
て
い
る
。

田
中
前
掲
論
文
（
注
（
２
）
）
。
座
談
会
「
外
国
人
登
録
制
度
と
指
紋
押
捺
問
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
六
号
六
頁
以
下
一
四
頁
、
及
び
注

（
４
）
の
②
の
事
件
に
お
け
る
弁
護
人
ら
の
主
張
参
照
。

判
例
時
報
二
七
九
号
一
五
八
頁
、
及
び
鎌
田
前
掲
論
文
（
注
（
３
）
）
参
照
。

田
中
宏
「
指
紋
押
捺
の
原
点
」
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
七
年
一
○
月
九
日
号
一
二
頁
。

本
件
被
告
人
の
一
人
、
崔
善
愛
も
帰
国
の
保
障
の
な
い
ま
ま
米
国
へ
留
学
し
た
。
（
琉
球
新
報
一
九
八
六
年
八
月
一
六
日
朝
刊
）
、
ま
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
青
年
の
主
張
」
優
秀
賞
の
北
九
州
市
の
在
日
韓
国
人
高
校
生
は
、
指
紋
押
捺
拒
否
を
理
由
に
法
務
省
が
再
入
国
許
可
を
出
さ
な

か
っ
た
た
め
、
副
賞
の
カ
ナ
ダ
旅
行
を
断
念
し
て
い
る
（
琉
球
新
報
一
九
八
七
年
八
月
一
二
日
朝
刊
）
。
再
入
国
不
許
可
の
取
消
訴
訟
も

各
地
で
提
起
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
い
く
つ
か
判
決
（
決
定
）
も
下
さ
れ
て
い
る
（
注
（
４
）
の
⑥
、
⑦
の
判
決
（
決
定
）
参
照
）
。


